
裁半ll所職員定員法の一部を改正する法律案

【参照条文】

法務省大臣官房司法法制部
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’’
令和4年12月7日作成
同日現在、公布未施行なし

○
裁
判
所
職
員
定
員
法

（
昭
和
二
十
六
年
三
月
三
十
日
）

（
法
律
第
五
十
三
号
）

第
十
回
通
常
国
会

第
三
次
吉
田
内
閣

改
正
昭
和
二
六
年
一
二
月
六
日
法
律
第
二
九
八
号

同
二
七
年
五
月
二
九
日
同
第
一
五
五
号

同
二
九
年
六
月
一
七
日
同
第
一
八
七
号

同
三
○
年
七
月
九
日
同
第
五
六
号

同
三
三
年
五
月
一
日
同
第
二
五
号

同
三
四
年
三
月
二
四
日
同
第
三
二
号

同
三
四
年
七
月
九
日
同
第
一
六
八
号

同
三
五
年
三
月
三
一
日
同
第
二
六
号

同
二
五
年
一
二
月
二
六
日
同
第
一
六
四
号

同
三
六
年
三
月
三
一
日
同
第
一
九
号

同
三
七
年
三
月
二
二
日
同
第
一
五
号

同
三
八
年
三
月
二
五
日
同
第
二
五
号

同
三
九
年
三
月
三
一
日
同
第
三
九
号

同
四
○
年
三
月
三
一
日
同
第
二
七
号

同
四
○
年
三
月
三
一
日
同
第
二
八
号

同
四
一
年
三
月
三
一
日
同
第
二
三
号

同
四
一
年
七
月
一
日
同
第
一
二
号

同
四
二
年
五
月
三
一
日
同
第
二
六
号

（
裁
判
所
職
員
定
員
法
）
一
／
六

同
四
三
年

同
四
四
年

同
四
五
年

同
四
六
年

同
四
七
年

同
四
八
年

同
四
九
年

同
五
○
年

同
五
一
年

同
五
二
年

同
五
三
年

同
五
四
年

同
五
五
年

同
五
六
年

同
五
七
年

同
五
八
年

同
五
九
年

同
六
○
年

同
六
一
年

同
六
二
年

同
六
三
年

平
成
元
年

同
二
年

三
月
三
○
日
同

四
月
一
日
同

一
一
月
二
八
日
同

三
月
二
六
日
同

三
月
三
日
同

四
月
一
○
日
同

三
月
三
○
日
同

三
月
三
一
日
同

五
月
一
四
日
同

三
月
三
・
日
同

三
月
三
一
日
同

三
月
三
一
日
同

三
月
三
一
日
同

三
月
三
一
日
同

三
月
三
一
日
同

三
月
三
一
日
同

三
月
三
一
日
同

三
月
三
○
日
同

三
月
三
一
日
同

三
月
三
一
日
同

三
月
一
二
日
同

三
月
三
一
日
同

三
月
三
一
日
同

牌
・
悶
悶
一
一
掴
や
函
○
叫
廼
悼
咋
○
口

第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第

六
号
○
号

｛
ハ
ロ
方

七
号
九
号
九
号

一
四
号

一
九
号

一
九
号

一
三
号

一
二
号

一
七
号

二
○
号
六
号

一
エ
ハ
ロ
万

九
号
一
口
万

二
○
号

一
一
ハ
ロ
万

一
｛
ハ
ロ
言

一
二
号
六
号

一
八
号



同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同

三
年
四
年
五
年
六
年
七
年
八
年
九
年

一
○
年

二
年

一
二
年

一
三
年

一
四
年

一
五
年

一
六
年

一
七
年

一
八
年

一
九
年

一
九
年

二
○
年

一
二
年

二
二
年

二
三
年

二
四
年

三
月
三
○
日
同

三
月
三
一
日
同

三
月
三
一
日
同

三
月
三
一
日
同

三
月
一
七
日
同

三
月
三
一
日
同

二
月
三
一
日
同

二
月
二
七
日
同

三
月
三
一
日
同

三
月
三
日
同

三
月
三
○
日
同

三
月
三
一
日
同

四
月
九
日
同

三
月
三
一
日
同

三
月
三
一
日
同

三
月
三
一
日
同

三
月
三
一
日
同

五
月
三
○
日
同

四
月
二
日
同

三
月
三
一
日
同

三
月
三
一
日
同

四
月
二
二
日
同

九
月
五
日
同

第
一
九
号

第
一
九
号

第
一
三
号

第
二
六
号

第
二
九
号

第
二
○
号

第
一
五
号

第
一
○
号

第
一
七
号

第
二
七
号

第
三
号

第
一
○
号

第
二
四
号

第
七
号

第
一
三
号

第
三
号

第
一
七
号

第
六
○
号

第
二
号

第
二
号

第
二
号

第
一
八
号

第
七
五
号

（
裁
判
所
職
員
定
員
法
）
二
／
六

第
一
条
下
級
裁
判
所
の
裁
判
官
の
員
数
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

同
二
五
年
五
月
一
六
日
同
第
一
六
号

同
二
六
年
四
月
四
日
同
第
一
八
号

同
二
七
年
五
月
二
二
日
同
第
二
五
号

同
一
八
年
六
月
三
日
同
第
五
二
号

同
二
九
年
四
月
一
二
日
同
第
一
七
号

同
三
○
年
四
月
一
八
日
同
第
一
四
号

同
三
一
年
四
月
二
六
日
同
第
一
五
号

令
和
二
年
四
月
二
四
日
同
第
二
○
号

同
三
年
四
月
一
四
日
同
第
二
○
号

同
四
年
四
月
二
二
日
同
第
三
○
号

裁
判
所
職
員
定
員
法
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

裁
判
所
職
員
定
員
法

裁
判
所
職
員
の
定
員
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
四
号
）

の
全
部
を
改
正
す
る
。

簡
易
裁
判
所
判
事

判
事
補

高
等
裁
判
所
長
官

判
事

区
分

（
昭
二
九
法
一
八
七
・
昭
三
三
法
三
五
・
昭
三
四
法
三
二
・
塵
一

五
法
二
六
・
昭
三
六
法
一
九
・
昭
三
七
法
一
五
・
昭
三
八
法
二
五
一

員
数

一
一
、

八
五
七
人Ｉ
八
○
六
人

琶
隠
ご
罠
魑
圏
曇
噌
忌

一
五
五
人
八
人



第
二
条
裁
判
官
以
外
の
裁
判
所
の
職
員
（
執
行
官
、
非
常
勤
職
員
、
二
箇
月

以
内
の
期
間
を
定
め
て
雇
用
さ
れ
る
者
及
び
休
職
者
を
除
く
。
）
の
員
数
は
、

二
万
千
七
百
七
十
五
人
と
す
る
。

（
昭
二
六
法
二
九
八
・
全
改
、
昭
二
七
法
一
五
五
・
昭
二
九
法
一
八

七
・
昭
三
○
法
五
六
・
昭
三
三
法
二
五
・
昭
三
四
法
一
六
八
・
昭

三
五
法
二
六
・
昭
三
五
法
一
六
四
・
昭
三
六
法
一
九
．
昭
三
七
法
一

五
・
昭
三
八
法
二
五
・
昭
三
九
法
三
九
・
昭
四
一
法
二
三
・
昭
四
一

法
一
・
昭
四
一
法
二
六
・
昭
四
三
法
六
・
昭
四
四
法
一
○
・
昭

昭
三
九
法
三
九
・
昭
四
○
法
二
八
・
昭
四
一
法
二
三
・
昭
四
二
法
二

六
・
昭
四
三
法
六
・
昭
四
四
法
一
○
・
昭
四
五
法
六
・
昭
四
六
法
七

昭
四
七
法
九
・
昭
四
八
法
九
・
昭
四
九
法
一
四
・
昭
五
○
法
一
九
・

昭
五
法
一
九
・
昭
五
二
法
一
三
・
昭
五
三
法
一
二
・
昭
五
四
法
一

七
・
昭
五
五
法
二
○
・
昭
五
六
法
六
・
昭
五
七
法
二
六
・
昭
五
八
法

一
九
・
昭
五
九
法
二
・
昭
六
○
法
二
○
・
昭
六
．
一
法
一
六
・
昭
六

二
法
一
六
・
昭
六
三
法
一
二
・
平
元
法
一
六
・
平
二
法
一
八
・
平
三

法
・
九
・
平
四
法
九
・
平
五
法
三
・
平
六
法
二
六
・
平
七
法
二

九
・
平
八
法
二
○
・
平
九
法
二
五
・
平
一
○
法
一
○
・
平
二
法
二

七
・
平
一
二
法
二
七
・
平
一
三
法
三
・
平
一
四
法
一
○
・
平
一
五
法

二
四
・
平
一
六
法
七
・
平
一
七
法
一
三
・
平
一
八
法
一
三
・
平
・
九

法
一
七
・
平
二
○
法
一
・
平
一
二
法
二
・
平
二
二
法
二
・
平

二
三
法
一
八
・
平
二
四
法
七
五
・
平
二
五
法
一
六
・
平
二
六
法
一
八
・

平
二
七
法
二
五
・
平
二
八
法
五
一
・
・
平
二
九
法
一
七
・
平
三
○
法
一

四
＄
平
三
一
法
一
五
・
令
二
法
二
○
・
令
四
法
三
○
・
一
部
改
正
）

（
裁
判
所
職
員
定
員
法
）
二
／
六 四

五
法
六
・
昭
四
六
法
七
・
昭
四
七
法
九
・
昭
四
八
法
九
・
昭
四
九

法
一
四
・
昭
五
○
法
一
九
・
昭
五
一
法
一
九
・
昭
五
二
法
一
三
・
昭

五
三
法
一
二
・
昭
五
四
法
一
七
・
昭
五
五
法
二
○
・
昭
五
六
法
六
・

昭
五
七
法
二
六
・
昭
六
○
法
二
○
・
昭
六
一
法
一
六
・
昭
六
二
法
一

六
・
昭
六
三
法
一
二
・
平
元
法
一
六
・
平
二
法
・
八
・
平
三
法
一
九
・

平
四
法
一
九
・
平
五
法
一
三
・
平
六
法
二
六
・
平
七
法
二
九
・
平
八

法
二
○
・
平
九
法
二
五
・
平
一
○
法
一
○
・
平
二
法
二
七
・
平
一

二
法
二
七
・
平
一
三
法
三
・
平
一
四
法
一
○
・
平
一
五
法
二
四
・
平

一
六
法
七
・
平
一
七
法
二
・
平
一
八
法
一
三
・
平
一
九
法
六
○
・

平
二
一
法
二
・
平
二
四
法
七
五
・
平
二
五
法
一
六
・
平
二
六
法
一

八
・
平
二
七
法
二
五
・
平
二
八
法
五
二
・
平
二
九
法
一
七
・
平
三
○

法
一
四
・
平
三
一
法
一
五
・
令
二
法
二
○
・
令
三
法
二
○
・
令
四
法

三
○
・
一
部
改
正
）

附
則

こ
の
法
律
は
、
昭
和
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
（
昭
和
二
六
年
三
月
六
日
法
律
第
二
九
八
号
）
抄

１
こ
の
法
律
は
、
昭
和
二
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
（
昭
和
四
一
年
七
月
一
日
法
律
第
一
二
号
）
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
こ
え
な
い
範
囲
内

に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
昭
和
四
一
年
政
令
第
三
八
○
号
で
昭
和
四
一
年
一
二
月
一
二
日
か

ら
施
行
）

徳
○
栖
面
ゞ
一
一
へ
樋
口
樽
○
曲
“
博
加
・
や



附
則

こ
の
法
律
は
、

附
則

こ
の
法
律
は
、

附
則

こ
の
法
律
は
、

附
則

こ
の
法
律
は
、

附
則

こ
の
法
律
は
、

附
則

こ
の
法
律
は
、

附
則

こ
の
法
律
は
、

附
則

こ
の
法
律
は
、

附
則

こ
の
法
律
は
、

附
則

こ
の
法
律
は
、

附
則

こ
の
法
律
は
、

附
則

（
昭
和
四
七
年
三
月
一
二
日
法
律
第
九
号
）

昭
和
四
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
昭
和
五
○
年
三
月
三
一
日
法
律
第
一
九
号
）

昭
和
五
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
昭
和
五
三
年
三
月
三
一
日
法
律
第
一
二
号
）

昭
和
五
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
昭
和
五
四
年
三
月
二
一
日
法
律
第
一
七
号
）

昭
和
五
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
昭
和
五
五
年
三
月
三
一
日
法
律
第
二
○
号
）

昭
和
五
十
五
年
四
月
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
昭
和
五
六
年
三
月
三
一
日
法
律
第
六
号
）

昭
和
五
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
昭
和
五
七
年
三
月
三
一
日
法
律
第
二
六
号
）

昭
和
五
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
昭
和
五
八
年
三
月
三
一
日
法
律
第
一
九
号
）

昭
和
五
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
昭
和
五
九
年
三
月
三
一
日
法
律
第
三
号
）

昭
和
五
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
昭
和
六
○
年
三
月
三
○
日
法
律
第
二
○
号
）

昭
和
六
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
昭
和
六
一
年
三
月
三
一
日
法
律
第
一
六
号
）

昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
昭
和
六
一
年
三
月
三
一
日
法
律
第
一
六
号
）

（
裁
判
所
職
員
定
員
法
）
四
／
六

こ
の
法
律
は
、

附
則

こ
の
法
律
は
、

附
則

こ
の
法
律
は
、

附
則

こ
の
法
律
は
、

附
則

こ
の
法
律
は
、

附
則

こ
の
法
律
は
、

附
則

こ
の
法
律
は
、

附
則

こ
の
法
律
は
、

附
則

こ
の
法
律
は
、

附
則

こ
の
法
律
は
、

附
則

こ
の
法
律
は
、

附
則

こ
の
法
律
は
、

昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
昭
和
六
三
年
三
月
三
一
・
日
法
律
第
一
二
号
）

昭
和
六
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
．

（
平
成
元
年
三
月
三
一
日
法
律
第
一
六
号
）

平
成
元
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
平
成
二
年
三
月
三
一
日
法
律
第
一
八
号
）

平
成
二
年
四
月
一
日
・
か
ら
施
行
す
る
。

（
平
成
三
年
三
月
三
○
日
法
律
第
一
九
号
）

平
成
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
平
成
四
年
三
月
三
一
日
法
律
第
一
九
号
）

平
成
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
平
成
五
年
三
月
三
一
日
法
律
第
一
三
号
）

平
成
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
平
成
六
年
三
月
三
一
日
法
律
第
二
六
号
）

平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
平
成
七
年
三
月
一
七
日
法
律
第
二
九
号
）

平
成
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
平
成
八
年
三
月
三
一
日
法
律
第
二
○
号
）

平
成
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
平
成
九
年
三
月
三
一
日
法
律
第
二
五
号
）

平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
平
成
一
○
年
三
月
二
七
日
法
律
第
一
○
号
）

平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

ｇ
函
瞳
一
二
魁
邑
邑
唇
８



附
則
（
平
成
二
年
三
月
一
二
日
法
律
第
二
七
号
）

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
（
平
成
一
二
年
三
月
三
一
日
法
律
第
二
Ｌ
号
）

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
（
平
成
一
三
年
三
月
三
○
日
法
律
第
三
号
）

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
（
平
成
一
四
年
三
月
三
一
日
法
律
第
一
○
号
）

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
（
平
成
一
五
年
四
月
九
日
法
律
第
二
四
号
）

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
（
平
成
六
年
三
月
三
日
法
律
第
七
号
）
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
、
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
（
平
成
一
七
年
三
月
三
一
日
法
律
第
一
三
号
）

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
（
平
成
一
八
年
三
月
三
一
日
法
律
第
一
三
号
）

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
（
平
成
一
九
年
三
月
三
一
日
法
律
第
一
七
号
）

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
．

附
則
（
平
成
九
年
五
月
三
○
日
法
律
第
六
○
号
）
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
裁
判
所
職
員
定
員
法
）
五
／
六

一
略

二
第
三
条
（
検
察
審
査
会
法
第
七
条
第
四
号
及
び
第
十
六
条
第
一
項
の
改

正
規
定
、
同
法
第
十
七
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
十
八
条

の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
同
法
第
二
十
条
第
一
項
及
び
第

二
十
一
条
の
改
正
規
定
に
限
る
。
）
及
び
附
則
第
五
条
の
規
定
刑
事
訴

訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
六
十
二
号
）
附

則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日

（
施
行
の
日
Ⅱ
平
成
二
一
年
四
月
一
日
）

附
則
（
平
成
二
○
年
四
月
三
日
法
律
第
一
号
）

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
（
平
成
二
一
年
三
月
三
一
日
法
律
第
二
号
）

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
（
平
成
一
三
年
三
月
三
一
日
法
律
第
二
号
）
抄

（
施
行
期
日
）

１
こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
（
平
成
二
三
年
四
月
二
二
日
法
律
第
一
八
号
）

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
又
は
こ
の
法
律
の
公
布
の
日
の
い

ず
れ
か
遅
い
旧
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
（
平
成
二
四
年
九
月
五
日
法
律
第
七
五
号
）

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
又
は
こ
の
法
律
の
公
布
の
日
の
い

ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
（
平
成
二
五
年
五
月
一
六
日
法
律
第
一
六
号
）

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
又
は
こ
の
法
律
の
公
布
の
日
の
い
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ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
（
平
成
二
六
年
四
月
四
日
法
律
第
一
八
号
）

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
又
は
こ
の
法
律
の
公
布
の
日
の
い

ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
（
平
成
二
七
年
五
月
二
二
日
法
律
第
二
五
号
）

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
又
は
こ
の
法
律
の
公
布
の
日
の
い

ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
（
平
成
二
八
年
六
月
三
日
法
律
第
五
二
号
）

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
又
は
こ
の
法
律
の
公
布
の
日
の
い

ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
（
平
成
二
九
年
四
月
一
二
日
法
律
第
一
七
号
）

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
又
は
こ
の
法
律
の
公
布
の
日
の
い

ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
（
平
成
三
○
年
四
月
一
八
日
法
律
第
一
四
号
）

こ
の
法
律
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
又
は
こ
の
法
律
の
公
布
の
日
の
い
ず

れ
か
遅
い
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
（
平
成
三
一
年
四
月
二
六
日
法
律
第
一
五
号
）

こ
の
法
律
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
日
又
は
こ
の
法
律
の
公
布
の
日
の
い

ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
（
令
和
二
年
四
月
二
四
日
法
律
第
二
○
号
）

こ
の
法
律
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
又
は
こ
の
法
律
の
公
布
の
日
の
い
ず
れ

か
遅
い
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
（
令
和
三
年
四
月
一
四
日
法
律
第
二
○
号
）

（
裁
判
所
職
員
定
員
法
）
六
／
六

こ
の
法
律
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
又
は
こ
の
法
律
の
公
布
の
日
の
い
ず
れ

か
遅
い
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
（
令
和
四
年
四
月
一
一
日
法
律
第
三
○
号
）

こ
の
法
律
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
又
は
こ
の
法
律
の
公
布
の
日
の
い
ず
れ

か
遅
い
日
か
ら
施
行
す
る
。
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